
令和2年度　議会基本条例の検証結果

Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
検証対象の選別 議会活動の現状･実績 議会活動の目標とする状態 評価結果 今後の議会活動の目標

条 項 条文 選別／対象外の理由 （条例施行から検証評価の実施時点まで） （検証評価の実施時点における目標） 評価／評価の根拠･理由 （今後目指す理想的な活動）

1 前 前 対象外 － ※何年後の目標とするか記入

任期が終了する年の３月末までの約４
年間（Ｒ元年５月～Ｒ５年４月）
次回検証はＲ４年度下半期に実施

条文の趣旨を引き続き尊重していく

2 1 1 （目的） 対象外 －
この条例は、二元代表制の下、市民及
び市長並びに議会の関係、議会活動の
基本原則その他基本的な事項を定める
ことにより、自治体が立案する事務の
決定、執行及び評価における論点や課
題を広く市民に明らかにするととも
に、合議制の意思決定機関としての議
会の果たすべき役割を明確にし、もっ
て福知山市の豊かなまちづくりを実現
することを目的とする。

条例制定の目的を定めた
理念規定であり、議会の
具体的な活動内容に基づ
いて検証評価する方法に
はなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

3 2 1 （議会の活動原則） 対象 5
議会は、議会活動への市民参加と情報
公開の原則に基づき、活動を行わなけ
ればならない。

議会報告会、出張委員会、行政視察研修
報告会など、市民参加の機会を設け、市
民との意見交流を行うなど、充実した取
り組みが実施できている。
議会だよりやHPの改善をはじめ、審議
経過や結果の公開など、徹底した情報公
開を実践できている。

【議会活動への市民参加】
■議会報告会、出張委員会、行政視察研
修報告会、市民意見交換会などを開催す
る。
■ 実施の基本回数
・議会報告会　年２回
・出張委員会　各委員会年１回
・行政視察研修報告会　年２回
■シティズンシップ（主権者意識）を高める
取り組みを行う。（小中高生議会など）
■市民と双方向で行政施策について議論
できる環境をつくる。
【情報公開】
■ 市民に親しまれ、市民の関心に応え
る情報発信を行う。（議会だより、議会
ホームページの充実）
■ 議論の内容（経過、結果）を詳細に
公開する。（本会議録の公開、本会議・
委員会のライブ中継・録画配信、会議の
公開（傍聴）、議案賛否の公表）
■ 議会の組織編成のプロセスや、政務
活動の透明性を確保する。（役職選出に
かかるプロセスの公開、政務活動費の使
途及び収支報告の公開）
■出来るだけ多くの会議のライブ中継を行
う。
■情報公開の手法や媒体について、適宜
追加や改善を行う。（ＳＮＳの活用など）
■予算・決算審査委員会の会議録の公開
（ＨＰ）
■議会政策検討会議をライブ中継する

整理
番号

議会基本条例

【議会活動への市民参加】
議会報告会、出張委員会、行政視察研修
報告会、高校生フレッシュ議会
（H28.5）、議員定数を考える市民意
見交換会（H29.2)　など

【情報公開】
議会だより、議会ホームページ、本会議
録検索システム、議案賛否の公開、政務
活動費の使途及び収支報告の公開、役職
選出にかかる所信表明会の実施、本会
議・委員会審査等のライブ中継・録画配
信、議長記者会見、すべての会議の公開
（傍聴可）　など

市民が、自らの意思と責任で地域のこ
とを決定することが、地方自治の本旨
である。市民に選挙で選ばれた議員に
より構成される福知山市議会（以下
「議会」という。）は、この住民自治
を議会運営の基本理念として活動して
いかなければならない。
また、議会は、二元代表制の特性をい
かし、市長と緊張関係を保持しなが
ら、市民参加のもとで、住民自治の実
現にまい進する責任と権限を負ってい
る。我々は、その持てる権能を十分に
駆使し、自由かっ達な討議をとおし
て、論点及び争点を明確にするととも
に、市民への積極的な情報公開を推し
進めることで市民福祉の向上に寄与
し、市民主体の地方自治を実現する使
命がある。
この使命を達成するために、議会の最
高規範として、本条例を制定した。
我々は、この条例に定める議会として
の議会運営の規範を遵守し、実践する
ことにより、市民に信頼され、評価さ
れる議会を構築するものである。

条例制定の背景と、議会
の使命の達成に向けた決
意表明であり、議会の具
体的な活動内容に基づい
て検証評価する方法には
なじまない。

【議会活動への市民参加】
■議会報告会、出張委員会、行政視察研
修報告会、高校生フレッシュ議会、市民
意見交換会などを開催する。
■ 実施の基本回数
・議会報告会　年２回
・出張委員会　各委員会年１回
・行政視察研修報告会　年２回

【情報公開】
■ 市民に親しまれ、市民の関心に応え
る情報発信を行う。（議会だより、議会
ホームページの充実）
■ 議論の内容（経過、結果）を詳細に
公開する。（本会議録の公開、本会議・
委員会のライブ中継・録画配信、会議の
公開（傍聴）、議案賛否の公表）
■ 議会の組織編成のプロセスや、政務
活動の透明性を確保する。（役職選出に
かかるプロセスの公開、政務活動費の使
途及び収支報告の公開）
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
検証対象の選別 議会活動の現状･実績 議会活動の目標とする状態 評価結果 今後の議会活動の目標

条 項 条文 選別／対象外の理由 （条例施行から検証評価の実施時点まで） （検証評価の実施時点における目標） 評価／評価の根拠･理由 （今後目指す理想的な活動）

整理
番号

議会基本条例

4 2 2 （議会の活動原則） 対象 5
議会は、議会活動に市民の積極的な参
加を募るため、市民が参加しやすい仕
組み作りに努めるとともに、議長が議
会に諮って議案の審議に用いる資料等
を提供し、市民の傍聴の意欲を高める
議会運営に努めなければならない。

議案書や関連資料など、執行機関から議
会に提出される資料のすべてを、傍聴者
の閲覧用に提供している。
手話通訳者の派遣や議場スクリーンの活
用など、市民の傍聴意欲を高める仕組み
づくりにも取り組むことができた。

5 2 3 （議会の活動原則） 対象 5
議会は、議長、副議長並びに各委員会
の委員長及び副委員長の選出等に当
たっては、それぞれの職を志す者に対
して、所信を表明し、又は質疑応答す
る機会を設け、その選出の過程を市民
に明らかにしなければならない。

議長、副議長並びに各委員会の正副委員
長の選出において、所信表明会や選挙を
実施し、その様子はライブ中継や録画配
信を行っている。議会の組織編成のプロ
セスの公平性や透明性は十分に確保でき
ている。

■ 所信表明会を開催し、公開すること
で、議会の組織編成のプロセスの公正
性、透明性を確保する。
■任期満了前に所信表明に対する自己評
価を述べる機会を設ける

6 3 1 （議長の責務） 対象外 －
議長は、中立で公平な議会運営を行わ
なければならない。

議長としての基本姿勢を
定めた理念規定であり、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

7 3 2 （議長の責務） 対象 3
議長は、本会議後に必要に応じて記者
会見を実施し、議会の情報公開に努め
なければならない。

報道機関等との会見の実績はあるが、近
年は実施していない。
議会への関心を高めるための、議会から
の積極的な働きかけが十分とは言えな
い。

■ 議長が、報道機関等との会見（イン
タビュー等）を通じて、議会への関心を
高めるための積極的な情報発信の機会を
設ける。（必要に応じて実施するが、定
期的な実施が望ましい。）

8 4 1 （議員の活動原則） 対象外 －
議員は、個別的な事案の解決だけでな
く、市民全体の健康で文化的な環境の
確保と均衡ある発展を目指して、自ら
の政治信条に基づいて活動しなければ
ならない。

総合的な視点に立って、
市全体のために貢献でき
る活動を行うという、議
員の活動原則を定めた理
念規定であり、議会の具
体的な活動内容に基づい
て検証評価する方法には
なじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

9 4 2 （議員の活動原則） 対象外 －
議員は、市政の課題全般について市民
の意見の的確な把握に努めなければな
らない。

市民の代表である議員
の、あるべき姿勢を定め
た理念規定であり、議会
の具体的な活動内容に基
づいて検証評価する方法
にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

■ 議長が、報道機関等との会見（イン
タビュー等）を通じて、議会への関心を
高めるための積極的な情報発信の機会を
設ける。（必要に応じて実施するが、定
期的な実施が望ましい。）

■ 所信表明会を開催し、公開すること
で、議会の組織編成のプロセスの公正
性、透明性を確保する。

■ 議案書、委員会審査資料、予算･決算
の概要、主要事項説明書などを傍聴者用
の閲覧資料として準備する。
■ 希望者があれば、手話通訳者を配置
する。
■ スクリーン等を活用して一般質問の
趣旨を分かりやすくする。
■傍聴のためのバリアフリー化を実施
する。（ソフト・ハード両面）
■働く世代などが参加しやすい仕組み
の整備（夜間や日曜開催など）
■市民が積極的に参加できる仕組みづ
くりを、市民との協働により進める。
（議会モニター制度など）
■委員会審査資料の公開
■希望があれば要約筆記者を配置する

議案書、委員会審査資料、予算･決算の
概要、主要事項説明書などを傍聴者用の
閲覧資料として準備している。（現行で
は、「議会に諮る」ことはしていな
い。）

希望者があれば、手話通訳者を配置して
いる。（平成２７年４月から）

■ 議案書、委員会審査資料、予算･決算
の概要、主要事項説明書などを傍聴者用
の閲覧資料として準備する。
■ 希望者があれば、手話通訳者を配置
する。
■ スクリーン等を活用して一般質問の
趣旨を分かりやすくする。

役職選出に係る所信表明会を開催してい
る。
所信表明、質疑を行い、役職を志す者が
複数ある場合は選挙を行う。
所信表明会の様子はライブ中継、録画配
信を行う。

記者会見を実施（平成２６年６月３０
日、平成２８年５月１１日）
地元ＦＭ局によるインタビューに対応
（平成２７年６月３０日）

ただし、近年は実施できていない。
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
検証対象の選別 議会活動の現状･実績 議会活動の目標とする状態 評価結果 今後の議会活動の目標

条 項 条文 選別／対象外の理由 （条例施行から検証評価の実施時点まで） （検証評価の実施時点における目標） 評価／評価の根拠･理由 （今後目指す理想的な活動）

整理
番号

議会基本条例

10 4 3 （議員の活動原則） 対象 4
議員は、政策、条例、意見等の議案の
提出に努めなければならない。

委員会や会派での調査研究の成果が、積
極的な政策提言につながっている。ま
た、意見書や決議による議会の意思表示
も適宜実践できている。
政策条例提案の実績はない。

■ 議会活動を市民に還元し、行政に反
映させるため、委員会・会派・議員の調
査研究や市民との情報共有に基づいて、
執行機関に対する政策提言や、政策条例
の提案、議会としての決議・意見書な
ど、適宜適切な手法を選択し、実践す
る。
■政策条例の制定に取り組む。

11 4 4 （議員の活動原則） 対象 3
議員は、議案審査に当たって反対する
ときは、代案をもってすることに努め
なければならない。

議案等に反対するときには、討論などに
おいて論点や争点を明確にして反対の意
思表示を行っている。
具体的根拠を伴う代案の提示は十分とは
言えない。

■ 議案等に反対する際には、具体的根
拠を伴う代案や例示を用いて、論点を明
確にし、客観的な説明を尽くす。また必
要に応じて、修正案を提案する。

12 5 1 （会派） 対象外 －
会派は、政策上の理念を共有する２人
以上の議員で構成し活動することがで
きる。

会派の定義および会派の
成立要件を規定したもの
であり、議会の具体的な
活動内容に基づいて検証
評価する方法にはなじま
ない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

13 6 1 （市民参加及び市民との連携） 対象 5
議会は、議会の活動に関する情報公開
を徹底するとともに、市民に対する説
明責任を十分に果たさなければならな
い。

会議録の公開や、本会議等のライブ中
継・録画配信、原則すべての会議を公開
（傍聴可）とするなど、情報公開を徹底
できている。
議会だよりやHPを通じて、議会活動に
関する説明責任を十分に果たせている。

【議会活動への市民参加】
■議会報告会、出張委員会、行政視察研
修報告会、市民意見交換会などを開催す
る。
■ 実施の基本回数
・議会報告会　年２回
・出張委員会　各委員会年１回
・行政視察研修報告会　年２回
■シティズンシップ（主権者意識）を高める
取り組みを行う。（小中高生議会など）
■市民と双方向で行政施策について議論
できる環境をつくる。
【情報公開】
■ 市民に親しまれ、市民の関心に応え
る情報発信を行う。（議会だより、議会
ホームページの充実）
■ 議論の内容（経過、結果）を詳細に
公開する。（本会議録の公開、本会議・
委員会のライブ中継・録画配信、会議の
公開（傍聴）、議案賛否の公表）
■ 議会の組織編成のプロセスや、政務
活動の透明性を確保する。（役職選出に
かかるプロセスの公開、政務活動費の使
途及び収支報告の公開）
■出来るだけ多くの会議のライブ中継を行
う。
■情報公開の手法や媒体について、適宜
追加や改善を行う。（ＳＮＳの活用など）
■予算・決算審査委員会の会議録の公開
（ＨＰ）
■議会政策検討会議をライブ中継する

■ 議案等に反対する際には、具体的根
拠を伴う代案や例示を用いて、論点を明
確にし、客観的な説明を尽くす。また必
要に応じて、修正案を提案する。

■ 議会活動を市民に還元し、行政に反
映させるため、委員会・会派・議員の調
査研究や市民との情報共有に基づいて、
執行機関に対する政策提言や、政策条例
の提案、議会としての決議・意見書な
ど、適宜適切な手法を選択し、実践す
る。

【情報公開の徹底】
■ 議論の内容（経過、結果）を詳細に
公開する。（本会議録の公開、本会議・
委員会等のライブ中継・録画配信、会議
の公開（傍聴）、議案賛否の公表）

【説明責任の履行】
■ 市民に親しまれ、市民の関心に応え
る情報発信を行う。（議会だより、議会
ホームページの充実）
■ 議会の組織編成のプロセスや、政務
活動の透明性を確保する。（役職選出に
かかるプロセスの公開、政務活動費の使
途及び収支報告の公開）

各委員会による「政策提言」、予算・決
算審査委員会による「意見・提言」の提
出に努めている。
また、意見書、決議など議会の意思表
示、意思表明にかかる議案の提出を行っ
ている。

議会や議員に関わる条例以外について
も、条例の議員提案に取り組む必要があ
る。

討論において、前向きな代案を具体的ま
たは抽象的に述べることがある。

何をもって「代案」とするのか、要件を
明確にしていない。

【情報公開】
議会だより、議会ホームページ、本会議
録検索システム、議案賛否の公開、政務
活動費の使途及び収支報告の公開、役職
選出にかかる所信表明会の実施、本会
議・委員会審査等のライブ中継・録画配
信、議長記者会見、すべての会議の公開
（傍聴可）　など
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
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整理
番号

議会基本条例

14 6 2 （市民参加及び市民との連携） 対象 5
議会は、全ての会議を原則公開する。 全ての会議を原則公開している。（人事

案件等を扱う各派幹事会は除く。）
■ 全ての会議を原則公開する。（ただ
し、人事案件等を扱う各派幹事会は除
く。）

15 6 3 （市民参加及び市民との連携） 対象 2
議会は、本会議、常任委員会、議会運
営委員会、特別委員会等の運営に当た
り、公聴会制度及び参考人制度を十分
に活用して、市民の専門的又は政策的
識見等を議会の討議に反映させる。

議会基本条例制定（H25.4）以降にお
いては、公聴会制度及び参考人制度を活
用した実績はない。
制度の活用が必要と判断する事案がな
かったことが理由であるが、結果とし
て、活用に対して十分に積極的であると
は言えない。

■ 審査や調査研究に際しては、利害関
係者や学識経験者の意見を十分に考慮
し、討議を深める。そのために必要な場
合は、公聴会制度や参考人制度を積極的
に活用する。

16 6 4 （市民参加及び市民との連携） 対象 5
議会は、請願及び陳情を市民による政
策提言と位置付け、提出者が希望した
場合は、その委員会審査又は調査にお
いて、意見を直接述べることができる
よう配慮しなければならない。

委員会での請願審査において、請願者に
よる説明や質疑応答の機会を設け、時間
も十分に確保できている。
陳情は、全議員に配布したのち、委員会
等での調査、検討を要すると判断する案
件はなかった。

【請願】
■ 委員会での請願審査の場において、
請願者が直接、請願趣旨の説明や質疑応
答する機会を設ける。

【陳情】
■ 陳情書は各議員に書面にて配布す
る。
■陳情書の取り扱いについて、検討する。

17 6 5 （市民参加及び市民との連携） 対象 4
議会は、重要な議案に対する各議員の
意見を議会広報で公表する等議員の活
動に対して市民の評価が的確になされ
るよう情報の提供に努めなければなら
ない。

議員別議案賛否や討論の要旨を公表し、
議員に対する市民評価のための情報提供
ができている。
議会だよりでは、スペースの制約があ
り、詳細に情報提供できていない場合が
あるが、本会議録では全ての発言内容を
掲載しており、ホームページでも公開し
ている。

■ 議員別議案賛否一覧や討論の要旨を
議会だより、議会ホームページにおいて
公表する。

18 6 6 （市民参加及び市民との連携） 対象 5
議会は、議会報告会を開催し、市民に
対し討議内容及び議決事件の説明をす
るとともに、市政全般に関する課題に
ついて市民との意見交換に努めなけれ
ばならない。

地域対象と団体対象という２つの開催形
式を採り入れ、参加者が話しやすい雰囲
気で開催できており、市民との活発な意
見交換ができている。

■ 議会報告会を積極的に開催し、市民
の意見を議会運営や市政に反映できるよ
うにする。
【議会報告会の内容】
・主たる議決事件の賛否に至る過程、背
景、理由に関する具体的説明
・市民との直接対話による市政の課題の
抽出や意見交換
【議会報告会の開催回数】
・年２回を基本とする。
■議会報告会の開催日数や参加者を増や
す工夫を行う。

■ 全ての会議を原則公開する。（ただ
し、人事案件等を扱う各派幹事会は除
く。）

■ 議員別議案賛否一覧や討論の要旨を
議会だより、議会ホームページにおいて
公表する。

■ 議会報告会を積極的に開催し、市民
の意見を議会運営や市政に反映できるよ
うにする。
【議会報告会の内容】
・主たる議決事件の賛否に至る過程、背
景、理由に関する具体的説明
・市民との直接対話による市政の課題の
抽出や意見交換
【議会報告会の開催回数】
・年２回を基本とする。

■ 審査や調査研究に際しては、利害関
係者や学識経験者の意見を十分に考慮
し、討議を深める。そのために必要な場
合は、公聴会制度や参考人制度を積極的
に活用する。

【請願】
■ 委員会での請願審査の場において、
請願者が直接、請願趣旨の説明や質疑応
答する機会を設ける。

【陳情】
■ 陳情書は各議員に書面にて配布す
る。

【原則公開する会議】
総務防災委員会、教育厚生委員会、産業
建設委員会、予算審査委員会、決算審査
委員会、議会運営委員会、由良川改修促
進特別委員会、議員報酬等検討委員会、
広報公聴委員会、議会改革検討会議、議
会政策検討会議、全議員協議会、委員長
会議、役職を志す者の所信表明会、行政
視察研修報告会、予算・決算審査代表者
会議

【非公開とする会議】
各派幹事会

（検証対象期間においては）公聴会制度
及び参考人制度の活用実績はない。
（注）検証対象期間：議会基本条例施行
～令和元年度

【条例施行以前の事例】
土地開発公社の不適切な会計処理に係る
調査において、弁護士や公認会計士等の
専門的知見を活用した。

【請願】
委員会での請願審査の場において、請願
者が直接、請願趣旨の説明や質疑応答す
る機会を設けている。

【陳情】
陳情書を各議員に書面にて配布してお
り、直接意見を述べる機会は設けていな
い。陳情の取り扱いについては議会とし
ても検討を要する。

議員別議案賛否一覧や討論の要旨を議会
だより、議会ホームページにおいて公表
している。

平成２５年度以降、２４会場で開催し、
５２７人の参加者がある。（令和元年１
０月末時点）
平成２７年度以降は、団体対象形式と地
域巡回形式を平行して実施している。こ
れまでに、７団体と意見交換を実施し
た。（令和元年１０月末時点）

対話形式やグループワークの形式を取り
入れている。
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
検証対象の選別 議会活動の現状･実績 議会活動の目標とする状態 評価結果 今後の議会活動の目標

条 項 条文 選別／対象外の理由 （条例施行から検証評価の実施時点まで） （検証評価の実施時点における目標） 評価／評価の根拠･理由 （今後目指す理想的な活動）

整理
番号

議会基本条例

19 7 1 （市長等と議会及び議員の関係） 対象 5
議会の本会議における議員と市長及び
執行機関の職員（以下「市長等」とい
う。）の一般質問における質疑応答
は、広く市政上の論点及び争点を明確
にするため、一問一答の方式で行うこ
とができる。

すべての質問者が一問一答方式で一般質
問を行っている。（H25年6月定例会以
降）

■ 一般質問は、質問と答弁の論点や争
点を明確化し、市民に対して分かりやす
く伝えるため、一問一答方式で行う。

20 7 2 （市長等と議会及び議員の関係） 対象外 －
議長から本会議、常任委員会及び特別
委員会への出席を要請された市長等
は、議員の質問に対して議長又は委員
長の許可を得て、論点及び争点を明確
にするため、反問することができる。

議員の質問に対して、論
点及び争点を明確にする
ために反問権の行使を申
し出ることを市長等に認
める規定である。反問権
の行使は市長等の判断に
基づくものであるため、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

21 7 3 （市長等と議会及び議員の関係） 対象 4
議会は、災害が起きたときには、市民
及び市長との間で情報の共有化を図
り、迅速な対応に努めなければならな
い。

「議会における災害等発生時の対応要
領」を策定している。（平成２６年２月
策定）
議長、会派、議員の対応などについて規
定し、情報の共有化と迅速な対応に努め
ることとしている。

正副議長は、２号配備体制が敷かれた場
合等に速やかに登庁し、情報収集に当
たっている。
タブレット端末を活用して、市の災害警
戒本部・災害対策本部からの情報が全議
員に逐次送られ、迅速な対応につながっ
ている。

ただし、市民との共有化については、実
施状況を把握できていない。

執行機関からの情報は、タブレット端末
を活用して、全議員で迅速に共有できて
おり、必要に応じて議会としての対応を
協議できる体制を確保できている。ま
た、議員発信による執行機関との情報共
有も可能である。
議員から市民への情報伝達、情報共有
は、個々の議員活動の範疇であり、実施
状況の把握はしていない。

22 8 1 （市長等と議会及び議員の関係） 対象 3
議会は、市長が提案する計画、政策、
施策、事業等（以下「政策等」とい
う。）について、その水準を高めるた
め及び市民への公開のため、市長に対
して次の事項の説明に努めるよう求め
るものとする。
(１)　政策等を必要とする背景
(２)　検討した他の政策案等の内容
(３)　他の自治体の類似する政策との
比較検討
(４)　市の総合的な計画との整合性
(５)　関係ある法令及び条例等
(６)　政策等の実施にかかわる財源措
置
(７)　将来にわたる効果及び費用

市長が提案する政策等に関する説明資料
は、概ね充実している。
全ての政策等について７項目の説明を徹
底することは難しい面もあり、市民への
公開も考慮した分かりやすい説明資料の
具体的内容については、議会から執行機
関に示す必要がある。

■ 政策判断に係る情報を市民と共有す
る観点から、市長が議会に対して行う政
策等の説明は、同時に市民に対して分か
りやすいものでなくてはならない。この
ため、７つの説明事項について、市長に
対して系統的で分かりやすい説明を求め
る。
■説明の時期や内容の範囲については、
議会内で取り扱いのルールを作り、執行機
関に示すことを検討する。

■ 議員は、災害の警戒段階や発生時に
おいて、市民及び市長との情報共有によ
り迅速な対応に努める。また、必要に応
じて議会としての対応を協議する。
【市長との情報共有】
・災害警戒本部や災害対策本部等、執行
機関からの情報収集を逐次行い、全議員
で共有する。
・議員が市民や被災現場から得られた情
報は、必要に応じて全議員や執行機関と
共有する。
【市民との情報共有】
・被災地や避難所等における市民要望な
どについて、市民との情報共有に努め
る。（必要な情報は全議員や執行機関に
伝達し、共有化する。）
・議会及び議員として知り得た情報は、
適時、適所において市民に伝達する。
■災害、感染症などにより議員が参集でき
ない場合の体制を作る
・オンライン会議の導入
・ＢＣＰ業務継続計画の策定

■ 議員は、災害の警戒段階や発生時に
おいて、市民及び市長との情報共有によ
り迅速な対応に努める。また、必要に応
じて議会としての対応を協議する。
【市長との情報共有】
・災害警戒本部や災害対策本部等、執行
機関からの情報収集を逐次行い、全議員
で共有する。
・議員が市民や被災現場から得られた情
報は、必要に応じて全議員や執行機関と
共有する。
【市民との情報共有】
・被災地や避難所等における市民要望な
どについて、市民との情報共有に努め
る。（必要な情報は全議員や執行機関に
伝達し、共有化する。）
・議会及び議員として知り得た情報は、
適時、適所において市民に伝達する。

■ 一般質問は、質問と答弁の論点や争
点を明確化し、市民に対して分かりやす
く伝えるため、一問一答方式で行う。

■ 政策判断に係る情報を市民と共有す
る観点から、市長が議会に対して行う政
策等の説明は、同時に市民に対して分か
りやすいものでなくてはならない。この
ため、７つの説明事項について、市長に
対して系統的で分かりやすい説明を求め
る。

一般質問での質疑応答は一問一答方式で
行っている。（H25年6月定例会から一
問一答方式のみを適用）

市長が提案する政策等については、全議
員協議会や予算審査の場で説明を求めて
いる。
説明内容については、不十分な場合があ
る。

【今後の検討課題】
説明の時期や内容の範囲については、議
会内で取り扱いのルールを作り、執行機
関に示す必要がある。
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
検証対象の選別 議会活動の現状･実績 議会活動の目標とする状態 評価結果 今後の議会活動の目標

条 項 条文 選別／対象外の理由 （条例施行から検証評価の実施時点まで） （検証評価の実施時点における目標） 評価／評価の根拠･理由 （今後目指す理想的な活動）

整理
番号

議会基本条例

23 8 2 （市長等と議会及び議員の関係） 対象 4
議会は、前項の政策等の提案を審議す
るに当たっては、立案及び執行におけ
る論点及び争点を明らかにするととも
に、執行後における政策評価に資する
審議に努めなければならない。

予算審査・決算審査において、自由討議
を採り入れ、執行機関に「意見・提言」
を提出するPDCAサイクルの手法を活用
した審議を実践できている。
ただし、政策等の執行後や、意見・提言
の提出後の検証などの継続評価に関して
は、取り組みが十分とは言えない。

■ 市長からの政策等の提案を審議する
際には、「立案、執行、検証、改善」を
一連の流れとするＰＤＣＡサイクル等の
手法を参考として、施策の継続評価、改
善等を行うという観点に立ち、論点や争
点を明確化して審議を行う。
■施策への反映状況の確認や評価につい
ては、より具体的な仕組みを検討する。

24 9 1 （予算案及び決算における政策説明資料の作成） 対象 5
議会は、市長が予算案及び決算を議会
に提出し、議会の審議に付すに当たっ
ては、前条の規定に準じて、施策別又
は事業別の分かりやすい政策説明資料
の作成に努めるよう求める。

提出を求めている基本的資料は、適切に
作成され、提出されている。
さらに資料が必要な場合には、任意の資
料を新たに提出するよう、適宜求めるこ
とができている。

■ 市長に対して、次の資料提出を求め
る。
【予算】
予算案の概要（当初）、主要事項説明
書、事項別明細書、委員会審査資料　な
ど
【決算】
決算概要、主要な施策の成果説明書（全
事業）、委員会審査資料　など

※ 法定資料以外にも、任意の分かりや
すい資料提出を求める。

25 10 1 （地方自治法第96条第２項の議決事項） 対象 4
地方自治法（昭和22年法律第67号。
以下「法」という。）第96条第２項
の議会の議決事項については、代表機
関である議会が、市政における重要な
計画等の決定に参画する観点と同じ
く、代表機関である市長の政策執行上
の必要性を比較考慮の上、次のとおり
定める。ただし、法律に定めのない計
画等については、各所管の常任委員会
等で調査及び研究する。
(１)　総合的かつ計画的な行政の運営
を図るための基本構想及びこれに基づ
く基本計画に関すること。
(２)　前号に掲げるもののほか、市行
政の各分野における、政策及び施策の
基本的な方向を定める計画、指針その
他これらに類するものに関すること。
ただし、行政内部の管理にかかる計
画、特定の地域を対象とする計画及び
計画期間が５年未満の計画を除く。

議決対象とする計画を明確に定め、運用
できている。
新たな計画の策定に際しては、必要に応
じて、議会改革検討会議において議決対
象とするか検討を行っているが、「法律
に定めのない計画等」の内容や範囲につ
いて、明確に規定していない。

■ 議決対象とする計画を明確に定め
る。また、適宜、議決対象とする計画の
追加、削除を行う。
■「法律に定めのない計画等」の内容や範
囲を明確化する。
■計画期間の定めのない場合の取り扱い
を明確化する。

26 11 1 （予算等に対する議会の役割） 対象外 －
議員が予算を伴う条例案を提案すると
きは、市長と協議する。

条例案の提案に際して
は、過度の財政負担を要
請するものとならないよ
う留意する必要性を規定
したものであり、議会の
具体的な活動内容に基づ
いて検証評価する方法に
はなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

27 12 1 （各種審議会への参画） 対象外 －
議員は、各種審議会及び委員会には、
法令の定めのあるものを除き参画しな
い。なお、当該各種審議会及び委員会
において審議する行政課題について
は、議会においても独自に調査及び研
究するものとする。

法令の定めにより審議会
等に参画するものを除
き、行政課題や必要な政
策についての調査研究
は、議会活動の中で実施
するという議会の基本姿
勢を規定したものであ
り、議会の具体的な活動
内容に基づいて検証評価
する方法にはなじまな
い。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

■ 市長に対して、次の資料提出を求め
る。
【予算】
予算案の概要（当初）、主要事項説明
書、事項別明細書、委員会審査資料　な
ど
【決算】
決算概要、主要な施策の成果説明書（全
事業）、委員会審査資料　など

※ 法定資料以外にも、任意の分かりや
すい資料提出を求める。

■ 議決対象とする計画を明確に定め
る。また、適宜、議決対象とする計画の
追加、削除を行う。

■ 市長からの政策等の提案を審議する
際には、「立案、執行、検証、改善」を
一連の流れとするＰＤＣＡサイクル等の
手法を参考として、施策の継続評価、改
善等を行うという観点に立ち、論点や争
点を明確化して審議を行う。

予算審査・決算審査委員会においては、
自由討議により採決までの審議を深め、
「意見・提言」を執行機関に提出してい
る。また、「意見・提言」の施策への反
映状況を検証するサイクルがある。

【予算】
予算案の概要（当初）、主要事項説明
書、事項別明細書、委員会審査資料　な
ど
【決算】
決算概要、主要な施策の成果説明書（全
事業）、委員会審査資料　など

※法定資料以外にも任意の資料提出を求
めている。

議決事項とする計画を別途定めている。
１号該当　１計画
２号該当　１１計画
（令和元年１０月末時点）

新たな計画の策定や、計画期間が終了し
て更新されない場合など、適宜、対象と
なる計画の追加、削除を行っている。

【今後の検討事項】
・「法律に定めのない計画等」の内容や
範囲を明確化する。
・計画期間の定めのない場合の取り扱い
を明確化する。
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整理
番号

議会基本条例

28 13 1 （地方議会の国への働きかけ） 対象外 －
議会は、地方分権をさらに推進し、真
の地方自治を確立するため、積極的に
国に働きかけなければならない。

地方分権の推進、地方自
治の確立のための、国に
対する議会の基本姿勢を
規定したものであり、議
会の具体的な活動内容に
基づいて検証評価する方
法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

29 13 2 （地方議会の国への働きかけ） 対象 5
議会は、国に対し意見書等を提出する
ことにより、市民の要望を国に直接伝
えることに努めなければならない。

請願や市民との意見交換などに基づい
て、市民の声を織り込んだ意見書や要望
書を、適宜的確に国や府に提出できてい
る。

■ 請願等を通じた市民の要望や、議会
として行政課題解決のために必要と考え
る国等の対応について、意見書を提出す
る。
また、議会報告会や出張委員会で得られ
た市民の声を、国へ届ける。

30 13 3 （地方議会の国への働きかけ） 対象 4
議会は全国市議会議長会等を通じ、各
自治体が共有する諸課題の提言及び政
策等を国に申し入れる。

市議会議長会や協議会等の活動に参画し
て、他の自治体議会と課題等を共有し、
国に対して要望や提言を行うなど、十分
な活動ができている。
議会を代表しての取り組みが主たる活動
であるため、議会全体としての取り組み
にはなっていない。

■ 全国市議会議長会において所属する
協議会等を通じて、国に要望や政策提言
等を継続的に行う。また、近畿市議会議
長会、京都府市議会議長会、京都府北部
５市議会議長会などにおいて、他の自治
体議会と課題等を共有し、国に要望等を
行う。

31 14 1 （自由討議による合意形成） 対象 4
議会は、会議においては、議員相互間
の自由討議により議論を尽くして合意
形成に努めなければならない。

予算審査・決算審査においては、十分に
自由討議を実施できている。各会派から
の討議テーマの提案は積極的であり、活
発な討議を経て、全議員で合意形成を図
ることができている。
その他の常任委員会では、十分に実施で
きているとは言えない。

■ 実施要領に基づき、自由討議の活発
な実施に努める。また、予算審査委員会
及び決算審査委員会においては、審査か
ら意見・提言までの循環サイクルの中に
「自由討議」を組み込んで実施する。
■自由討議の結果について、市政への反
映状況の確認評価や、継続して調査研究
する場合などの仕組みを検討する。

32 15 1 （政務活動費の交付、公開及び報告） 対象外 －
政務活動費の交付については、議員に
よる政策研究、政策提言等が確実に実
行されるよう、福知山市議会政務活動
費の交付に関する条例（平成24年福
知山市条例第30号）に基づくものと
する。

政務活動費が、政務活動
費の交付に関する条例に
基づいて適正に交付、執
行管理され、政務活動費
交付の目的が達成される
よう、議員の責務を定め
た規定であり、議会の具
体的な活動内容に基づい
て検証評価する方法には
なじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

33 15 2 （政務活動費の交付、公開及び報告） 対象 5
政務活動費の交付を受けた議員は、公
正性、透明性等の観点に加え、その支
出根拠が議会の議決事項である予算に
依拠することから、市民等から疑義が
生じないよう、議長に対して証票類を
添付した収支報告書を条例で定める期
日までに提出するとともに、自ら説明
責任を果たすよう努めなければならな
い。

後払い方式の採用や、全ての領収書を添
付した収支報告の公開などにより、公正
性、透明性は十分に確保できている。
視察研修費に関しては、市民も参加でき
る報告会を開催し、ネット中継・録画配
信も行うなど、説明責任を十分に果たし
ている。

■ 政務活動費の実績と経費の内訳（全
ての領収書添付）を、実績報告書により
報告する。また、経費のうち研修費に関
しては、研修の内容や得られた成果等に
ついて視察研修報告書を作成し、行政視
察報告会において報告する。
■ 政務活動費の後払い方式を継続す
る。
■ 政務活動費を活用する視察や研修の予
定を実施前に公表

■ 政務活動費の実績と経費の内訳（全
ての領収書添付）を、実績報告書により
報告する。また、経費のうち研修費に関
しては、研修の内容や得られた成果等に
ついて視察研修報告書を作成し、行政視
察報告会において報告する。
■ 政務活動費の後払い方式を採用す
る。

■ 全国市議会議長会において所属する
協議会等を通じて、国に要望や政策提言
等を継続的に行う。また、近畿市議会議
長会、京都府市議会議長会、京都府北部
５市議会議長会などにおいて、他の自治
体議会と課題等を共有し、国に要望等を
行う。

■ 実施要領に基づき、自由討議の活発
な実施に努める。また、予算審査委員会
及び決算審査委員会においては、審査か
ら意見・提言までの循環サイクルの中に
「自由討議」を組み込んで実施する。

■ 請願等を通じた市民の要望や、議会
として行政課題解決のために必要と考え
る国等の対応について、意見書を提出す
る。
また、議会報告会や出張委員会で得られ
た市民の声を、国へ届ける。

全国市議会議長会において所属する「全
国市議会議長会基地協議会」や「全国自
治体病院経営都市議会協議会」等を通じ
て、国に要望や政策提言等を継続的に
行っている。
また、近畿市議会議長会、京都府市議会
議長会、京都府北部５市議会議長会にお
いても、他の自治体議会と課題等を共有
し、国に対して要望等を行っている。

「自由討議実施要領」を策定し、自由討
議の活発な実施に努めている。（平成２
６年１２月策定）
予算審査委員会及び決算審査委員会にお
いては、「自由討議のあり方」を定め、
予算及び決算審査から執行機関への「意
見･提言」までの循環サイクルの中に、
「自由討議」を組み込んで実施してい
る。

請願等を通じた市民の要望や、議会とし
て行政課題解決のために必要と考える国
等の対応について、意見書を提出してい
る。
また、由良川改修促進特別委員会では、
出張委員会で得られた市民の声を、国へ
の要望活動において直接届けている。

政務活動費の実績と経費の内訳を、実績
報告書により報告しており、全ての支出
（１円以上）について、領収書を提出し
ている。
経費のうち、研修費に関しては、研修の
内容や得られた成果等について視察研修
報告書を作成しており、行政視察報告会
の中でも報告を行っている。
平成２９年度から、「政務活動費の交付
に関する条例」の改正により、後払い方
式を採用している。
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
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条 項 条文 選別／対象外の理由 （条例施行から検証評価の実施時点まで） （検証評価の実施時点における目標） 評価／評価の根拠･理由 （今後目指す理想的な活動）

整理
番号

議会基本条例

34 15 3 （政務活動費の交付、公開及び報告） 対象 5
前項の報告書は、所定の場所において
市民が自由に閲覧できるようにしなけ
ればならない。

収支報告にかかる全ての書類について、
情報公開コーナー及び市議会ホームペー
ジで公開しており、市民が自由に閲覧で
きる状態を十分に確保できている。

■ 市民課情報公開コーナーおよび市議
会ホームページにおいて、政務活動の実
績報告書、領収書、視察研修報告書を公
開する。議会だよりでは、交付確定額や
支出内訳を掲載する。

35 15 4 （政務活動費の交付、公開及び報告） 対象 5
政務活動費の条例の改正案は、市長が
提案する場合及び法第74条第１項の
規定による市民の直接請求があった場
合を除き、改正理由の説明を付して議
員が提案する。

政務活動費は議員報酬等検討委員会の所
管事項としており、条例改正に際しても
委員会において十分に議論できている。
改正案の提案も、議員が行った。

■ 政務活動費は、議員報酬等検討委員
会が所管事項として検討し、条例の改正
案は改正理由の説明を付して議員が提案
する。

36 16 1 （議会改革） 対象外 －
議会は、議会改革に継続的に取り組ま
なければならない。

議会改革を一過性の取り
組みとせず、市民に開か
れた議会を目指し、市民
福祉の向上と市民主体の
地方自治の実現に向けて
不断の議会改革を推進す
るという、議会の決意表
明であり、議会の具体的
な活動内容に基づいて検
証評価する方法にはなじ
まない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

37 16 2 （議会改革） 対象外 －
前項の取組を進めるため、議会改革検
討会議（次項において「検討会議」と
いう。）を設置する。

議会改革を継続的かつ効
率的に推進していくため
の基礎的な会議体の設置
を規定するものであり、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

38 16 3 （議会改革） 対象 3
検討会議は、必要に応じて、学識経験
者等を招致し意見を求めることができ
る。

議会基本条例の制定後には、議会改革の
進展を図る必要性から、議員研修会を開
催した。
近年は学識経験者等の意見を聴く機会を
設けていないが、その必要性の検討が十
分にできていたとは言えない。

■ 検討会議は、必要に応じて学識経験
者等の専門的意見を効果的に取り入れ、
議会改革を推進する。
■ 必要に応じて、福知山公立大学の専門
的知見を活用する

39 17 1 （交流及び連携の推進） 対象 4
議会は、他の自治体の議会との交流及
び連携を促進するため、独自に、又は
共同して、議会の在り方についての調
査研究等を行う。

京都府北部５市議会の中で、議員研修会
の開催について連携ができている。
交流や連携を促進するための、議会のあ
り方についての調査研究は十分とは言え
ない。

■ 京都府北部５市議会の中で議員研修
会を連携して実施する。
■他の自治体議会との連携や共同研究な
どの取り組みを検討する。

40 18 1 （委員会等の適切な運営） 対象 5
議会は、社会経済情勢等により新たに
生じる行政課題に適切かつ迅速に対応
するため、委員会の特性をいかし、閉
会中の調査研究等を積極的に進め機動
力を高めなければならない。

閉会中の活動を可能としており、突発的
な行政課題にも十分に対応できている。
年度当初に閉会中の活動も含めた年度計
画を立て、年間を通して活発な調査研究
活動を実践できている。

■ 各委員会は閉会中の継続調査を可能
とし、調査研究事項を継続的に推進し、
突発的な行政課題にも対応できる体制を
整える。

■ 検討会議は、必要に応じて学識経験
者等の専門的意見を効果的に取り入れ、
議会改革を推進する。

■ 市民課情報公開コーナーおよび市議
会ホームページにおいて、政務活動の実
績報告書、領収書、視察研修報告書を公
開する。議会だよりでは、交付確定額や
支出内訳を掲載する。

■ 政務活動費は、議員報酬等検討委員
会が所管事項として検討し、条例の改正
案は改正理由の説明を付して議員が提案
する。

■ 京都府北部５市議会の中で議員研修
会を連携して実施する。

■ 各委員会は閉会中の継続調査を可能
とし、調査研究事項を継続的に推進し、
突発的な行政課題にも対応できる体制を
整える。

議会改革検討会議の主催により、議員研
修会を開催した。（H27.3、H28.3）

ただし、近年は実施できていない。
学識経験者等の意見を聴く機会を設ける
かどうかを、ある程度の定期性をもって
検討する必要がある。

京都府北部５市議会の中で議員研修会を
連携して実施している。

【今後の課題事項】
交流や連携はあまり実現しておらず、今
後は他の自治体議会との連携や共同研究
などの取り組みを検討する必要がある。

各委員会は閉会中の継続調査を可能とし
ており、調査研究事項を継続的に推進
し、突発的な行政課題にも対応できる体
制を整えている。

出張委員会や管内視察、他市への行政視
察などは、主として閉会中に実施してい
る。

市民課情報公開コーナーおよび市議会
ホームページにおいて、政務活動の実績
報告書、領収書、視察研修報告書を公開
している。
議会だよりでは、交付確定額や支出内訳
を掲載している。

政務活動費は議員報酬等検討委員会の所
管事項である。改正については議員報酬
等検討委員会にいおいて検討し、改正案
は改正理由の説明を付して議員が提案し
ている。（H27年3月定例会、H29年3
月定例会）
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
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整理
番号

議会基本条例

41 18 2 （委員会等の適切な運営） 対象 5
委員長は委員会の秩序保持に努め、委
員長報告を作成するとともに、当該報
告への質疑に対する答弁については、
責任をもって行わなければならない。

各委員長は、委員会を主導して円滑に運
営できており、審査報告や調査活動報告
の作成など、その責務を十分に果たせて
いる。

■ 委員長は、中立公平な立場におい
て、議案等の審査報告、年間の調査活動
報告を作成し、質疑がある場合は責任を
もって対応する。

42 18 3 （委員会等の適切な運営） 対象 5
委員会は、市民の積極的な傍聴を募る
ため、出張委員会等（福知山市役所本
庁舎以外で開催する常任委員会等をい
う。）を行うことができる。

各委員会とも積極的に実施できており、
出張委員会の開催テーマに関して、市民
や団体など当事者の意見を聴く有意義な
機会を十分に創出できている。
当事者以外にも傍聴者を増やす工夫は必
要である。

■ 委員会は、調査研究活動への市民参
加を推進するため、出張委員会を開催す
る。
■ 実施の基本回数
・各委員会において年１回を基本とす
る。

43 18 4 （委員会等の適切な運営） 対象 5
委員会の審査に当たっては、委員長が
委員会に諮って、傍聴者に議案の審議
に関する資料等を提供することができ
る。

議案書や関連資料など、執行機関から議
会（委員会）に提出される資料のすべて
を、傍聴者の閲覧用に提供している。

■ 議案書、委員会審査資料、予算･決算
の概要、主要事項説明書などを傍聴者用
の閲覧資料として準備する。

44 19 1 （議会図書室の活用） 対象外 －
議会は、議会図書室を充実させるとと
もに、これを議員のみならず、市民及
び市職員の利用に供する。

議会図書室を、地方自治
法第１００条第２０項及
び議会図書室規程に基づ
いて広く利用に供するこ
とを定めた規定であり、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

45 20 1 （議員会派室の活用） 対象外 －
市民の多様な議会への要望などに対応
する１つの活動拠点として、議員会派
室を設ける。

市民対応などを含む議員
活動について、議員個人
や会派単位で実施するた
めのスペースを設けるこ
とを定めた規定であり、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

46 21 1 （議会事務局の体制整備） 対象外 －
議会は、議会及び議員の政策形成及び
立案能力を高めるため、議会事務局の
調査及び法務機能を積極的に強化でき
る職務執行体制を確保しなければなら
ない。

事務局の職務執行上の体
制に関する規定であり、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

47 22 1 （研修の充実強化） 対象 4
議会は、議員の政策形成及び立案能力
の向上を図るため、広く各分野の専門
家等との研究会を積極的に開催し研修
の充実強化を図らなければならない。

専門家等の協力を得て、積極的に研修の
機会を設けることができている。
さらに多くの様々な調査研究テーマにつ
いて、各分野の専門的知見の活用の幅を
拡げるなど、より積極的な取り組みが必
要である。

■ 議会は、市の抱える行政課題に対し
て、自ら解決策を考え、提案する能力を
高めるため、専門的知見を得るためのあ
らゆる機会を積極的に活用する。
■福知山公立大学との連携における「アド
バイザー制度」をはじめとした取り組みの実
践について、各委員会を中心に実施する。

■ 議案書、委員会審査資料、予算･決算
の概要、主要事項説明書などを傍聴者用
の閲覧資料として準備する。

■ 委員長は、中立公平な立場におい
て、議案等の審査報告、年間の調査活動
報告を作成し、質疑がある場合は責任を
もって対応する。

■ 委員会は、調査研究活動への市民参
加を推進するため、出張委員会を開催す
る。
■ 実施の基本回数
・各委員会において年１回を基本とす
る。

■ 議会は、市の抱える行政課題に対し
て、自ら解決策を考え、提案する能力を
高めるため、専門的知見を得るためのあ
らゆる機会を積極的に活用する。

各委員会の調査研究テーマに即して、開
催している。
平成２７年度　４委員会
平成２８年度　３委員会
平成２９年度　４委員会
平成３０年度　３委員会
（令和元年１０月末時点）

議案書、委員会審査資料、予算･決算の
概要、主要事項説明書などを傍聴者用の
閲覧資料として準備している。（現行で
は、「委員会に諮る」ことはしていな
い。）

・福知山公立大学と議会の連携事業とし
て研修会を開催（予算･決算審査委員
会、市民地域委員会）
・福知山市民病院での研修会を開催（教
育厚生委員会）
・福知山公立大学の専門的知見の活用を
可能とする「アドバイザー制度」を整備
・京都府北部５市の中で開催される研修
会への積極的な参加

委員長は、議案等の審査報告、年間の調
査活動報告を作成し、質疑がある場合は
責任をもって対応している。
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整理
番号

議会基本条例

48 23 1 （議会広報の充実） 対象外 －
議会は、市政に係る重要な情報を、議
会独自の視点から、常に市民に対して
周知するよう努めなければならない。

市民への情報発信におい
て、議会としての独自
性、積極性を重視すると
いう、議会広報の基本姿
勢を定めた規定であり、
議会の具体的な活動内容
に基づいて検証評価する
方法にはなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

49 23 2 （議会広報の充実） 対象 4
議会は、情報技術の発達を踏まえた多
様な広報手段を活用することにより、
多くの市民が議会と市政に関心を持つ
よう議会広報活動に努めなければなら
ない。

議会だよりの紙面充実やホームページの
リニューアル、会議中継システムの更新
など、既存の広報手段の充実化と改善に
は十分に取り組めている。
タブレットを活用して、議会と市政への
市民の関心を高める工夫も実践できてい
る。
広報手段の多様化の取り組みに関して
は、十分とは言えない。

■ より多くの市民の関心を喚起する議
会広報とするため、既存の広報手段の充
実化や改善を行うほか、情報技術の発展
を踏まえて広報手段の多様化を推進す
る。
■ＳＮＳを用いた広報について導入する。

50 24 1 （議員定数及び議員報酬） 対象外 －
議員定数及び議員報酬は、福知山市議
会議員定数条例（平成14年福知山市
条例第32号）及び福知山市議会の議
員の議員報酬及び費用弁償等に関する
条例（昭和31年福知山市条例第28
号）で定めるところによる。

議員定数及び議員報酬は
条例により厳正に定める
ことを規定するものであ
り、議会の具体的な活動
内容に基づいて検証評価
する方法にはなじまな
い。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

51 24 2 （議員定数及び議員報酬） 対象外 －
議員の定数及び報酬の改正に当たって
は、市政の現状と課題、将来の予測と
展望を十分に考慮しなければならな
い。

議員定数及び議員報酬を
定めるに際しての、基本
姿勢を定めた規定であ
り、議会の具体的な活動
内容に基づいて検証評価
する方法にはなじまな
い。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

52 24 3 （議員定数及び議員報酬） 対象 5
議員定数及び議員報酬の条例の改正案
は、市長が提案する場合及び法第74
条第１項の規定による市民の直接請求
があった場合を除き、改正理由の説明
を付して議員が提案する。

議員定数及び議員報酬は議員報酬等検討
委員会の所管事項としており、委員会に
おいて十分に議論できている。特に議員
定数については、委員会が主催して市民
との意見交換会を開催し、その上で、最
終的な方向性を委員会においてまとめ
た。改正案の提案も、議員が行った。

■ 議員定数及び議員報酬は、議員報酬
等検討委員会が所管事項として検討し、
条例の改正案は改正理由の説明を付して
議員が提案する。
■議員報酬を議会自らが検討することの難
しさを踏まえ、市長提案の運用や第三者委
員会等の意見の活用などについて検討す
る。

■ より多くの市民の関心を喚起する議
会広報とするため、既存の広報手段の充
実化や改善を行うほか、情報技術の発展
を踏まえて広報手段の多様化を推進す
る。

■ 議員定数及び議員報酬は、議員報酬
等検討委員会が所管事項として検討し、
条例の改正案は改正理由の説明を付して
議員が提案する。

全議員協議会室にインターネット中継設
備を設置し、平成２５年１０月から、一
部の委員会、役職選出にかかる所信表明
会、行政視察研修報告会などのライブ中
継、録画配信を実施している。

タブレットの活用により、写真や資料な
どを使用して、本会議や市民説明におい
て市民の関心を高める取り組みを実施し
ている。

また、Ｈ３０年度には議会ホームページ
のリニューアルによる複数言語対応、文
字拡大機能の導入を行った。

議員定数及び議員報酬は議員報酬等検討
委員会の所管事項である。改正について
は議員報酬等検討委員会にいおいて検討
し、改正案は改正理由の説明を付して議
員が提案している。（定数：H29年5月
臨時会、報酬：事例多数）

ただし、議員報酬については議会自らが
検討することは難しい、とする意見もあ
り、「市長が提案する場合」の運用を明
確化することや、報酬審議会、第三者委
員会等の意見を弾力的に活用すること
も、今後検討を要する。
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Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ１ Ｓｔｅｐ２ Ｓｔｅｐ３・４ Ｓｔｅｐ６
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整理
番号

議会基本条例

53 25 1 （議員の政治倫理） 対象外 －
議員は、市民全体の代表者としてその
責務を常に自覚し、市民の疑惑を招く
ことのないよう行動しなければならな
い。

市民の代表者として公
平、公正に行動するため
の行動規範を定めた規定
であり、議会の具体的な
活動内容に基づいて検証
評価する方法にはなじま
ない。

なお、「政治倫理条例」
の制定について、今後検
討を要する。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

54 26 1 （最高規範性） 対象外 －
この条例は、議会運営における最高規
範であって、議会は、この条例に違反
する議会の条例、規則、規程等を制定
してはならない。

議会運営における議会基
本条例の最高規範性を定
めた規定であり、議会の
具体的な活動内容に基づ
いて検証評価する方法に
はなじまない。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

55 27 1 （見直し手続） 対象 4
議会は、議会運営がこの条例の目的、
原則等に即して行われているかどうか
を不断に検証し、必要があると認める
場合は、この条例の改正を含め適切な
措置を講じるものとする。

令和元年度から２年度にかけて、条例制
定以降初めての検証を実施している。

■ 議会運営が条例に即して行われてい
るかどうか、必要な場合には条例の改正
も含めて検証を行う。
■議会基本条例の検証は、任期中に一定
の間隔を定めて、定期的に実施する。

56 27 2 （見直し手続） 対象外 －
議会は、この条例を改正する場合に
は、全議員の賛同する改正案であって
も、本会議において、当該改正案の提
案者に改正の理由及び背景を詳しく説
明させなければならない。

議会基本条例を改正する
場合の、市民への説明責
任の履行を定めた規定で
あり、議会の具体的な活
動内容に基づいて検証評
価する方法にはなじまな
い。

条文の趣旨を引き続き尊重していく

57 28 1 対象外 －
この条例の施行に関し、必要な事項
は、別に定める。

議会基本条例の補足事項
を定めた規定であり、議
会の具体的な活動内容に
基づいて検証評価する方
法にはなじまない。

―

■ 議会運営が条例に即して行われてい
るかどうか、必要な場合には条例の改正
も含めて検証を行う。

令和元年度の議会改革の取り組みとし
て、議会基本条例に即した議会運営が行
われているかどうかに関して、検証を実
施中である。
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